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稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係

①以外の品目

はい いいえ

軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与手続きについてのフローチャート

要支援１・２または要介護１の認定を受けている

（自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

については要介護３以下の認定を受けている）

要介護２～５の方

個別相談は不要です。

サービス担当者会議等で必要性について

検討し、サービスを導入する。

※自動排泄処理装置（尿のみを自動的に

吸引する機能のものを除く）については

要介護４・５

いいえはい

必要な貸与品目について、「利用者等告示

(注1)第31号(注2)」の「厚生労働大臣が定め

る者のイ」に該当する者の状態像が、要介

護認定の直近の認定調査結果と一致する。

例：「特殊寝台」の場合、基本調査1-4「起

き上がり」が「できない」又は1-3「寝返

り」が「できない」になっている。

いいえはい

以下①②ともにあてはまる

①必要な貸与品目が車いす・車いす付属

品・移動用リフトである

②「利用者等告示(注1)第31号(注2) イ」にお

いて以下に該当する

・車いす及び車いす付属品…（二）「日常

生活範囲における移動の支援が特に必要と

認められる者」

・移動用リフト…（三）「生活環境におい

て段差の解消が必要と認められる者」

個別相談は不要です。

サービス担当者会議等で必要性について

検討し、サービスを導入する。

個別相談は不要です。

サービス担当者会議等を通じた適切な

ケアマネジメントによりサービス導入は

可能です。その場合においても、判断に

至った経緯を記録しておいてください。

市への個別相談が必要です。

→裏面へ



注3：事情により、サービス導入前に必要書類を提出できない場合でも、必ず給付担当へご一報

　　ください。

下記必要書類を給付担当へ提出する（注3）

上記３つの該当状態区分のどれかに当てはまる

はい いいえ

個別相談様式または確認書には、医学的に下記のどれに当たるかを明確に記載する

（※主治医へ聴取を行う際には、本人や家族ではなく、個別相談を行う担当者が直接行う必要があります）

注1：厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年厚生労働省告示第94号）

注2：第88号における準用を含む

・個別相談様式

・介護予防サービス支援計画書(A～E表別紙)

・福祉用具貸与を居宅サービス計画に位置

　づけるための確認書

　（個別相談様式に医師の意見を記載する

　　場合は不要）

【要支援の方】

・個別相談様式

・居宅サービス計画書（１～４表）

・福祉用具貸与を居宅サービス計画に位置

　づけるための確認書

　（個別相談様式に医師の意見を記載する

　　場合は不要）

【要介護１の方】

【備考】

・特殊寝台付属品には床ずれ防止用具は含まれません。床ずれ防止用具も必要である場合は、特殊

寝台の貸与を申請する際に、床ずれ防止用具の必要性もあわせて記載してください。床ずれ防止用

具のみの申請も可能です。

・特殊寝台貸与の場合、モーター数及び「高さ調節・背上げ・足上げ」それぞれの機能の必要性を

記載してください。

・介護給付適正化における実績確認により、市から必要書類の提出を求める場合があります。

市で内容審査の結果、「給付適当」と判断された場合に貸与可能となります。

適否については概ね２週間程度を目安に郵送にて回答します。

Ⅰ：疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に

　　「利用者等告示(注1)第31号(注2) イ」に該当する者

Ⅱ：疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに「利用者等告示(注1)

　　第31号(注2) イ」に該当することが確実に見込まれる者

Ⅲ：疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から

　　「利用者等告示(注1)第31号(注2) イ」に該当すると判断できる者

サービス担当者会議において、

貸与の必要性の合意がある。

はい

いいえ 介護保険以外（自費貸与等）の必要性や

代替方法の判断を行ってください。


